
介護老人保健施設　洛和ヴィライリオス 利用料金表（30日間概算）

＜入所＞ 従来型個室 （円）

負担割合
負担限度
額認定※1

要介護
1

要介護
2

要介護
3

要介護
4

要介護
5

Ａ．介護サービス費 45,098 47,625 49,816 51,737 53,590

Ｂ．日常生活費

Ｃ．居住費・食費

合計（30日当たり） 162,098 164,625 166,816 168,737 170,590

Ａ．介護サービス費 45,098 47,625 49,816 51,737 53,590

Ｂ．日常生活費

Ｃ．居住費・食費 ① 60,660 ② 81,960

① 118,298 120,825 123,016 124,937 126,790

② 139,598 142,125 144,316 146,237 148,090

Ａ．介護サービス費 45,098 47,625 49,816 51,737 53,590

Ｂ．日常生活費

Ｃ．居住費・食費

85,898 88,425 90,616 92,537 94,390

Ａ．介護サービス費 90,196 95,250 99,632 103,474 107,180

Ｂ．日常生活費

Ｃ．居住費・食費

合計（30日当たり） 207,196 212,250 216,632 220,474 224,180

Ａ．介護サービス費 135,294 142,875 149,448 155,211 160,770

Ｂ．日常生活費

Ｃ．居住費・食費

合計（30日当たり） 252,294 259,875 266,448 272,211 277,770

1日 30日

4,400 132,000

3,300 99,000

66 1,980

医療費適用

費用内訳

※高額介護サービス費：自己負担額（月額）を世帯で合計した額が。一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。

自己負担上限額（月額）

個人 世帯

生活保護を受給されている方 15,000円 －

利用者負担を1.5万円に減額することで生活保護の受給とならない方 15,000円 15,000円

老齢福祉年金を受給されている方 15,000円

第2段階 その他合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下である方等 15,000円 24,600円

第3段階 第1段階・第2段階に該当しない方等 24,600円

下記に該当しない世帯 44,400円 44,400円

課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がおられる世帯 93,000円 93,000円

課税所得690万円以上の65歳以上の方がおられる世帯 140,100円 140,100円

１
割
の
方

なし
(第4段階)

12,540

104,460

第3段階
①②

12,540

合計（30日当たり）

第2段階
12,540

28,260

合計（30日当たり）

従来型個室A ご利用の場合にかかります。

電気代（電化製品1台につき） 電化製品を持ちこむ場合のみ

従来型個室B

※1　所得により居住費・食費負担が軽減されます。区市町村へ『介護保険負担限度額認定証』の申請が必要です。

３
割
の
方

なし
(第4段階)

12,540

104,460

☆　介護サービス費が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費支給制度がご利用の対象となります。
　　 下表を参照に、すこやか進行中を参照下さい。※京都市の住民票の方は高額介護サービス費受領委任払制度があります。

ご利用の場合にかかります。

※2　生活保護受給者は第1段階となります。料金は基本的には、B.日常生活費の負担となります。（収入により例外有り）

２
割
の
方

なし
(第4段階)

12,540

104,460

その他費用
業者洗濯

訪問理美容、イベント参加費等 実費 訪問理美容　3回程度/月

実費 週2回回収で約7千～8千円／月

訪問歯科 実費

Ｃ．居住費・食費
　　　　　　　（1日）

第4段階
市民税
課税世帯

Ｂ．日常生活費
　　　　　　　（1日）

第1段階　　　　居住費（0円）食費（300円）

第2段階　　　　居住費（550円）食費（390円）

第3段階①②　居住費（1370円）食費①（650円）食費②（1360円）

減額なし　　　　居住費（1730円）食費（1750円）　　　　　　　　　　　※経管栄養は500円/1食

おやつ（110円）、日用品費（143円）、教養娯楽費（165円）

Ａ．介護サービス費
　　（利用者負担）

第1段階

市民税
非課税世帯

段階 対象者


